
近
衞
尚
通
は
連
歌
師
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
。
尚
通
の
古
今
伝
受
資
料
は
、
火
災
に
よ
る
焼
失
な
ど
で
多
く
が
失
わ
れ
た
。

そ
の
た
め
同
時
代
の
日
記
や
他
の
古
今
伝
受
の
実
態
か
ら
類
推
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
誓
状
提
出
か
ら
講
釈
聞
書
、
古

今
伝
受
資
料
の
書
写
、
古
今
伝
受
終
了
の
証
明
状
ま
で
現
存
し
て
い
る
細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
受
な
ど
を
も
と
に
し

て
、
同
様
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
き
た
。

尚
通
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
に
伝
わ
る

『

古
今
伝
受
書

(

１)』

、
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
細
川
幽
斎
が
収
集
し
た

｢

近
衞
流｣

古
今
伝
受
資
料
及
び

『

御
法
成
寺
関
白
記』

『
後
法
興
院
記』

な
ど
の
日
記
に
よ
り
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
資

料
に
よ
る
と
、
誓
状
・
証
明
状
の
日
付
は
そ
れ
ぞ
れ
、
明
応
七
年
二
月
日
・
明
応
七
年
二
月
五
日
で
あ
る
。
尚
通
へ
の
講
釈
は
明
応

六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
明
応
七
年
二
月
五
日
ま
で
三
十
七
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
か
ら
、
講
釈
終
了
時
に
誓
状
と
証
明
状
と
を
交

換
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
細
川
幽
斎
が
三
条
西
実
枝
か
ら
伝
受
し
た
時
に
は
、
講
釈
を
始
め
る
前
に
誓
状
を
提
出
し
、
講
釈
聞
書
の

整
理
が
終
了
し
た
後
に
証
明
状
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
幽
斎
な
ど
へ
の
相
伝
の
時
と
、
講
釈
の
順
序
が
異
な
り
、
仮
名
序
か
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ら
講
釈
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
尚
通
の
み
な
ら
ず
、
近
衞
政
家
・
肖
柏
も
同
時
に
聴
講
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
誓
状
提

出
の
時
期
、
講
釈
の
順
序
、
他
者
の
同
時
受
講
な
ど
、
尚
通
の
古
今
伝
受
に
は
、
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
と
は
異
な
る
点
が
見
ら
れ
る

(

２)

。

こ
の
度
、
陽
明
文
庫
に
伝
わ
る
古
今
伝
受
資
料
及
び
関
連
す
る
書
状
の
閲
覧
を
許
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
、
本
稿
で

は
、
尚
通
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

一

宗
祇
の
書
状

陽
明
文
庫
に
は
、
宗
祇
が
尚
通
に
切
紙
を
与
え
た
時
の
書
状
が
伝
わ
る
。
宗
祇
自
筆

(

３)

で
切
紙
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

御
書
之
趣
忝
存
候
へ
共
既
／
罷
立
候
事
候
。
同
道
の
衆
も
／
難
去
候
間
、
可
然
之
様
御
申
／
奉
憑
候
。
御
不
審
之
儀
ハ
／
肖
柏

ニ
一
切
不
残
申
置
候
間
／
御
尋
可
安
候
。
愚
身
も
又
さ
り
／
と
も
罷
上
候
ハ
ん
す
る
と
存
候
／
間
、
一
月
ハ
か
り
の
間
之
事
候

／
可
然
之
様
御
披
露
返
々
奉
憑
候
／
恐
々
謹
言

卯
月
三
日

宗
祇

(

花
押)

自
然
斎

御
報

以
前
進
上
不
申
切
紙
／
ニ
被
懸
御
目
候
て
給
へ
く
候
／
古
哥
と
申
ハ
昔
ハ
物
語
／
の
や
う
な
る
事
皆
哥
に
て
候
／
心
殊
勝
な
る

事
候
間
、
道
之
／
を
き
て
に
古
人
相
談
仕
候
／
な
る
。
又
身
に
よ
こ
し
ま
な
く
と
／
申
候
ハ
其
理
い
か
な
る
物
も
心
う
る
／
事

ニ
て
し
か
も
肝
要
の
事
候
間
／
初
心
の
時
ハ
人
用
事
も
な
く
候
間
／
道
を
き
ハ
め
て
後
ニ
渡
物
候
／
間
、
只
今
進
上
申
候

94



宗
祇(

封)

進
藤
筑
後
守

宗
祇

｢

卯
月
三
日｣

と
の
み
あ
り
、
年
次
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
古
今
伝
受
の
講
釈
を
終
了
し
た
明
応
七
年
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
書
状
に
よ
る
と
、
宗
祇
は
古
今
伝
受
の
切
紙
は
、｢

初
心
の
時｣

に
は

｢

用
事
も
な｣

い
こ
と
で
あ
り
、｢

道
を
き
ハ
め
て

後
ニ
渡
物｣

で
あ
る
の
で
、｢

以
前｣

は

｢

進
上｣

し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
尚
通
が

｢

道
を
き
ハ
め｣

た
の
で
、｢

只
今
進

上
申
候｣

と
い
う
。
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
尚
通
が
、
講
釈
終
了
後
の

｢

道
を
き
ハ
め
て
後
ニ｣

切
紙
を
伝
受
し
た
こ
と
は

想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
書
状
か
ら
、
尚
通
は
宗
祇
の

『

古
今
和
歌
集』

講
釈
を
終
了
し
、｢

道
を
き
ハ
め
た｣

こ
と
に
よ
り
、

間
違
い
な
く
切
紙
を
伝
受
し
た
事
が
わ
か
る
。
ま
た
、｢

御
不
審
之
儀
ハ
／
肖
柏
ニ
一
切
不
残
申
置
候
間
／
御
尋
可
安
候｣

と
あ
り
、

｢

御
不
審
之
儀｣

に
つ
い
て
は

｢

肖
柏｣
に
尋
ね
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
肖
柏
に
は

｢

一
切
不
残
申
置
候｣

す
な

わ
ち
一
切
残
ら
ず
申
し
置
い
た
か
ら
、
肖
柏
に
尋
ね
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
で
あ
る
。
肖
柏
は
、
宗
祇
が
尚
通
に
講
釈
を
す
る
際
、

同
座
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
状
か
ら
、
肖
柏
は
、
尚
通
と
同
時
に
古
今
伝
受
を
受
け
た
の
で
は
な
く
、
既
に
古
今

伝
受
を
終
了
し
た
い
わ
ば
師
範
代
と
し
て
臨
席
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

二

三
条
西
実
隆
の
書
状

陽
明
文
庫
に
は
、
三
条
西
実
隆
が
切
紙
の
写
を
与
え
た
こ
と
を
示
す
書
状
の
写
で
あ
る｢

実
隆
書
状｣

三
通(

包
紙
共
七
紙

一
―

一
―
二
―
十
三)

が
伝
わ
る
。
こ
れ
ら
の
書
状
の
う
ち
、
二
通
目
の
前
半
部
と
三
通
目
の
自
筆
書
状
が
早
稲
田
大
学
に
伝
わ
る

(

４)

。
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『

早
稲
田
大
学
所
蔵
荻
野
研
究
室
収
集
文
書

上
巻』

に
は

｢

五
九
三

�
三
条
西
実
隆
自
筆
書
状

(

後
闕)｣

と
し
て
三
通
目
が
、

｢
五
九
四

�
三
条
西
実
隆
自
筆
書
状｣

と
し
て
二
通
目
が
伝
わ
る
。
さ
ら
に

[

付
録]

と
し
て

｢

包
紙
一
紙｣

が
あ
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。(

包
紙
う
わ
書)

｢

西
三
條
実
隆
□
□｣

と
し
た
後

｢

〇
こ
れ
は
こ
の
二
通
以
外
の
実
隆
宛
文
書
の
元
包
紙
一
葉
が
遺

り
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
紙
面
は
揉
け
て
擦
損
し
て
い
る
。
二
通
の
実
隆
書
状
と
と
も
に
三
条
西
家
旧
蔵
で
あ
る｣

と
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
早
稲
田
大
学
蔵
の
書
状
に
つ
い
て
、
柴
田
光
彦
氏
が
考
証
さ
れ
、
明
応
七
年
に
三
条
西
実
隆
か
ら
徳
大
寺
実
淳
に

切
紙
が
与
え
ら
れ
た
際
の
書
状
で
あ
る
事
、
三
条
西
実
隆
自
筆
の
二
通
を
含
む
三
通
の
書
状
の
写
が
京
都
大
学
平
松
家
文
庫
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

(

４)

。
陽
明
文
庫
蔵
の
三
通
の
写
の
内
容
は
、
柴
田
氏
が
紹
介
さ
れ
た
書
状
と
一
致
す
る
。
ま
た
、

実
隆
の
書
状
か
ら
そ
れ
ほ
ど
下
が
ら
な
い
時
期
に
書
写
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

(

３)

事
か
ら
、
実
隆
の
書
状
の
内
容
を
正
確
に
伝
え
た
書

状
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
三
通
の
書
状
か
ら
、
古
今
伝
受
に
関
る
部
分
を
引
用
す
る
。

一
通
目
は
、｢

昨
日
和
哥
御
会
始
令
／
参
内
候
。｣

と
始
ま
る
書
状
で
あ
る
。｢

昨
日
の
御
返
事
申
さ
せ
給
候

さ
ね
隆｣

と

あ
る
こ
と
か
ら
、
前
日
の
実
淳
の
依
頼
に
対
す
る

｢
返
事｣

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

抑
切
紙
事
蒙
仰
候
／
へ
く
候
。
切
紙
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
／
物
に
て
口
伝
第
一
事
候
。
不
審
／
難
決
候
事
等
多
候
物
ニ
て
候

／
実
隆
伝
受
の
分
文
書
共
ニ
納
加
／｣

候
て
預
置
遠
所
候
。
凡
此
集
／
相
伝
候
事
一
次
第
之
儀
全
く(

重
々)

あ
り
／
け
に
候
。

実
隆
毎
事
未
練
候
間
／
悉
忘
却
候
之
様
候
。

陽
明
ヘ
ハ
／
い
か
程
切
紙
進
上
之
候
け
る
や
ら
ん
／
承
度
候
。
於
閣
下
は
塵
芥
／
を
も
不
存
候
へ
共
、
於
道
者
法
度
共
／
候
間
、
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只
切
紙
計
写
進
上
の
事
候
／
聊
可
有
子
細
候
歟
と
存
候
。
今
此
事
ハ
大
道
之
法
候
間
、
一
往
申
述
候
／
可
在
賢
慮
候
事
候
。
旁

期
参
／
拝
令
省
略
候

あ
な
か
し
く

(

封)
昨
日
の
御
返
事
申
さ
せ
給
候

さ
ね
隆

実
隆
は
切
紙
を
希
望
し
た
実
淳
に
対
し
て
、
翌
日

｢

切
紙
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
／
物
に
て
口
伝
第
一
事
候｣

と
記
し
て
い
る
。

｢

心
し
る
し
の
様
な
る｣

｢
切
紙｣

よ
り
も

｢

口
伝
第
一｣

で
あ
る
と
い
う
。
宗
祇
の
門
弟
随
一
と
し
て
宗
祇
の
古
今
伝
受
を
継
承
し

た
実
隆
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
切
紙
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
口
伝
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、｢
陽
明
ヘ
ハ
／
い
か
程
切
紙
進
上
之
候
け
る
や
ら
ん｣

以
下
の
部
分
で
あ
る
。
実
隆
は

｢

陽
明
へ｣

の

｢

切
紙
進
上｣

に
つ
い
て
、｢

陽
明
ヘ
ハ
／
い
か
程
切
紙
進
上
之
候
け
る
や
ら
ん
、
承
度
候｣

と
記
し
て
い
る
。｢

陽
明｣

は
近
衞

尚
通
で
あ
ろ
う
。
実
隆
は
、
尚
通
が
ど
の
程
度
の
切
紙
を
進
上
さ
れ
て
い
る
か
を

｢

承｣

り
た
い
と
記
し
て
い
る
。
実
淳
あ
て
の
書

状
で
は
あ
る
が
、｢

陽
明
へ｣

｢

進
上｣

さ
れ
た
切
紙
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。｢

於
閣
下
は
塵
芥
／
を
も

不
存
候
へ
共
、
於
道
者
法
度
共
／
候
間｣

、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、｢

閤
下｣

す
な
わ
ち
尚
通
に
と
っ
て
は｢

塵
芥
を
も
不
存
候｣

で
あ
っ

て
も
、｢

道｣

に
お
い
て
は

｢

法
度
共
候
間｣

と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え

｢

只
切
紙
計
写
進
上｣

こ
と
は
、｢

聊｣
｢

子
細｣

が
あ
る
べ
き

事
で
あ
り
、｢

此
事
ハ
大
道
之
法｣

が
あ
る
の
で
、｢

一
往
申
述｣
べ
る
。｢

賢
慮｣

し
て
欲
し
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
を

｢

切
紙
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
／
物
に
て
口
伝
第
一
事
候｣
と
す
る
前
半
部
分
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
実
淳
あ
て
の

書
状
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
、｢

陽
明｣

に

｢

切
紙｣

を

｢

進
上｣

す
る
事
に
つ
い
て
、｢

陽
明｣

に
は
、
ど
の
程
度
、
切
紙
を
進
上

す
る
か
、｢

承｣

り
た
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
尚
通
に
と
っ
て
は

｢

塵
芥｣
に
思
わ
れ
る
事
か
も
し
れ
な
い
が
、｢

道｣

に
と
っ
て
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は

｢

法
度｣

が
あ
る
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、｢

切
紙｣

だ
け
を

｢

進
上｣

す
る
こ
と
は
差
し
障
り
が
あ
る
事
を
理
解
し
て
欲
し
い
、

と
、
切
紙
の
写
を
与
え
る
に
際
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
古
今
伝
受
の
状
況
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
状
は
、
実
淳
に

宛
て
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
淳
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
ず
、｢

陽
明
へ｣

｢

進
上｣

し
た
切
紙
に
つ
い
て
の
み
言

及
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
実
淳
を
通
し
て

｢

陽
明｣

に
渡
す
た
め
の
切
紙
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

｢

陽
明｣

の
語
は
、｢

相
残
切
紙
十
三｣

通
を
渡
し
た
事
を
記
し
た
二
・
三
通
目
の
書
状
に
も
見
ら
れ
る
。
次
に
、
陽
明
文
庫
蔵
の

写
に
よ
り
、
該
当
部
分
を
抄
出
す
る
。

二
通
目殊

一
紙
御
沙
汰
／
次
第
厳
重
却
而
令
迷
惑
／
候
。
如
形
伝
受
候
し
か
共
／
一
向
廃
忘
於
今
無
正
体
候
／
彼
法
師
書
状
撰
出
候
ヘ

ハ
／
陽
明
へ
相
伝
申
候
趣
於
大
事
等
は
／｣

無
残
候
。
自
然
ハ
し
く
の
事
に
／
申
お
と
し
た
る
事
ハ
あ
る
計
も
や
／
候
ら
ん
と

書
載
候
。
彼
御
覚
悟
／
の
分
更
不
可
有
相
残
候
事
由
／
存
候
。
猶
々
委
細
仰
畏
入
候
／
残
十
三
通
事
、
雖
無
益
候
仰
事
候
／
間
、

何
様
可
調
進
候
。
返
々
条
々
／
仰
候
趣
畏
入
候
。
必
可
忝
謝
仕
候
／
恐
惶
謹
言

二
月
七
日

実
隆

(

封)

実
隆

三
通
目相

残
切
紙
十
三
、
写
進
上
候
／
雖
無
益
之
様
候
厳
命
之
間
／
染
筆
候
。
御
執
心
誠
難
有
／
存
候
。
末
学
能
其
道
ヘ
熟
し
／
候
ハ
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ね
ハ
か
様
の
物
を
ハ
只
浅
き
／
や
う
に
存
候
程
ニ
卒
爾
ニ
相
伝
／
道
之
陵
夷
ニ
成
候
。
い
か
に
も
機
／
を
見
候
て
相
伝
候
へ
と

常
縁
な
と
／
申
候
し
と
存
候
。
勿
論
事
々
／
御
用
心
可
然
候
。
兼
又
内
外
口
伝
哥
一
紙
注
出
候
ハ
こ
れ
ハ
無
別
事
候
。
裏
の
説

共
あ
る
哥
と
／
又
風
躰
必
可
存
知
哥
と
そ
の
／
表
裏
を
申
候
ニ
て
候
。
談
義
の
時
／
計
ニ
て
候
。
以
前
御
尋
候
し
宇
治
山
の
哥

ハ
入
候
ハ
ぬ
。
彼
哥
之
類
／
又
裏
の
説
を
本
と
し
た
る
哥
共
候
／
そ
れ
も
此
廿
四
首
ニ
て
則
御
心
得
／
あ
る
へ
き
事
候
。
一
句

抛
脚
事
候
間
／
只
星
月
夜
ハ
か
り
の
事
ニ
て
候
／
条
々
申
状
御
嘲
哢
之
苞
候
哉
比
興
候
／
旁
期
参
上
候
間
省
略
仕
候
。
穴
賢
々
々｣

(

袖
書)

ほ
の
�
�
の
切
紙
令
見
候
ヘ
ハ
／
所
引
之
本
文
に
不
審
等
候
／
こ
れ
ハ
能
勘
見
候
て
後
度
事
共
候

こ
の
二
通
は
、
実
隆
が
実
淳
に

｢
相
残
切
紙
十
三｣

通
と
、｢

内
外
口
伝
哥
一
紙｣

の
写
と
を
進
上
し
た
時
の
書
状
で
あ
る
。｢

相

残
切
紙
十
三｣

通
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
渡
さ
れ
た
切
紙
が
あ
っ
て
、
残
り
の
十
三
通
を
渡
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
袖
書
に

｢

ほ
の

�
�
の
切
紙｣

の
事
が
記
し
て
あ
る
か
ら
、
実
隆
は
、
こ
の
切
紙
を
含
む
十
三
通
を
実
淳
に
渡
し
た
と
推
定
で
き
る
。
実
隆
が
実
淳

に
古
今
切
紙
な
ど
を
渡
し
た
こ
と
は
、
柴
田
氏
が
考
証
さ
れ
た
と
お
り
、
実
隆
公
記
に
も
見
ら
れ
る
。
実
淳
に
渡
し
た
事
は
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
書
状
に
も

｢

陽
明｣

の
語
が
見
ら
れ
る
。
実
隆
は

｢

陽
明｣

の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、｢

彼
法
師
書
状
撰

出
候
ヘ
ハ
／
陽
明
へ
相
伝
申
候
趣
於
大
事
等
は
／｣

無
残
候
。
自
然
ハ
し
�
�
の
事
に
／
申
お
と
し
た
る
事
ハ
あ
る
計
も
や
／
候
ら

ん
と
書
載
候｣

と
記
し
て
い
る
。｢

彼
法
師｣

と
は
、
尚
通
に
古
今
伝
受
を
伝
え
た
宗
祇
で
あ
ろ
う
。
そ
の

｢

書
状｣

を

｢

撰
出｣

す
と
、｢

陽
明
へ
相
伝
申
候
趣｣

に
つ
い
て
、｢

於
大
事
等
は
無
残
候｣
と
あ
る
。｢

大
事｣

に
つ
い
て
は
残
ら
ず
伝
え
た
と
い
う
の

で
あ
る
。｢

無
残｣

伝
え
た
と
は
言
う
も
の
の
、｢

自
然
ハ
し
�
�
の
事
に
／
申
お
と
し
た
る
事
ハ
あ
る
計
も
や
候
ら
ん｣

と｢

書
載｣

て
い
る
か
ら
、
一
通
目
の
書
状
に
お
い
て
、｢

承
度
候｣

と
尋
ね
て
い
た
尚
通
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、
宗
祇
の
書
状
か
ら
問
題
が
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な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
書
状
は
、
古
今
切
紙
と
共
に
実
淳
に
渡
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
切
紙
自

体
は
実
淳
を
通
し
て
尚
通
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
出
来
る
。

永
正
七
年
と
い
え
ば
、
尚
通
が
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
年
で
あ
る
。
尚
通
は
、
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
、
宗
祇
か
ら

切
紙
を
伝
受
し
た
後
、
宗
祇
随
一
の
門
弟
で
あ
る
実
隆
に
与
え
ら
れ
た
切
紙
も
入
手
す
る
事
を
希
望
し
、
実
淳
を
通
じ
て
依
頼
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
隆
公
記
に
は
、
実
淳
に
切
紙
を

｢

遣｣

わ
し
た
記
事
は
あ
る
が
、
実
隆
が
実
淳
に
古
今
伝
受
を
し
た
記

事
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
実
淳
の
娘
維
子
で
あ
る
。
尊
卑
文
脈
に
よ
る
と
、
尚
通
の
正
妻
は
徳
大
寺
実
淳
の
娘

維
子
で
あ
る
。
尚
通
は
同
じ
く
明
応
七
年
に
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
実
淳
は
実
隆
か
ら
伝
受
し
た
切
紙
を
尚
通

に

｢

進
上｣

し
た
と
推
測
出
来
る
。
尚
通
は
実
隆
と
同
じ
宗
祇
の
門
弟
で
は
あ
る
が
、
宗
祇
の
古
今
伝
受
を
残
ら
ず
継
承
し
た
の
は

実
隆
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
隆
が
宗
祇
の
一
番
弟
子
と
し
て
継
承
し
た
切
紙
を
、
尚
通
は
実
淳
を
通
し
て
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実

隆
の
書
状
の
写
が
陽
明
文
庫
に
伝
わ
る
事
と
あ
わ
せ
て
、
実
淳
が
実
隆
か
ら
伝
受
し
た
切
紙
も
、
実
淳
か
ら
尚
通
へ
と
伝
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

三

実
淳
の
古
今
伝
受

柴
田
氏
は
、『

後
法
成
寺
関
白
記』

と

『

古
今
伝
授
沿
革
史
論』
が
引
用
す
る

｢

古
今
伝
受
血
脉｣

か
ら
徳
大
寺
家
の
古
今
伝
受

に
つ
い
て
考
証
さ
れ
た
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

陽
明
文
庫
の

『

後
法
成
寺
関
白
記

(

尚
通
公
記)』

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
自
筆
二
一
冊
本
の
写
真
に
よ
る)

の
永
正
六
年

100



四
月
廿
日
辛
巳
の
項
に
は
、

晴
、
従
徳
大
寺
中
納
言
被
問
古
今
集
不
審
、

と
あ
り
、
同
五
月
一
日
に
は
、

…
…
入
夜
、
徳
大
寺
黄
門
被
、
古
今
集
被
口
伝
之
、
有
三
献
今
夜
逗
留
、

三
日
癸
巳
に
は
、

徳
大
寺
中
納
言
今
朝
被
帰

と
あ
る
。
権
中
納
言
公
胤
は
こ
の
年
二
十
三
歳
で
あ
り
、
公
胤
の
不
審
を
父
実
淳
を
通
じ
て
実
隆
へ
尋
ね
た
こ
と
に
な
る
。
横

井
氏
の
引
く

｢

古
今
伝
受
血
脉｣

は
、
今
そ
の
出
典
を
明
か
に
し
え
な
い
が
、｢

公
胤
公

或
実
淳
公｣

の
意
味
も
通
じ
て
く

る
。
実
隆
が

『

実
隆
公
記』
や
書
状
で

｢

厳
命｣

と
か

｢

迷
惑｣

と
あ
る
の
も
そ
の
故
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
ず
、『

後
法
成
寺
関
白
記』

で
あ
る
が
、
同
記
は
近
衞
尚
通
の
日
記
で
あ
る
。
尚
通
の
日
記
に

｢

従
徳
大
寺
中
納
言
被
問
古
今

集
不
審｣

｢

徳
大
寺
黄
門
被
、
古
今
集
被
口
伝
之｣
と
あ
る
記
事
は
、
尚
通
と
徳
大
寺
中
納
言
公
胤
と
の
間
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。

公
胤
は
尚
通
の
正
妻
維
子
の
弟
で
あ
る
か
ら
、
義
兄
で
あ
る
尚
通
に

｢

古
今
集
不
審｣

を

｢

問｣

い
、｢

古
今
集｣

の

｢

口
伝｣

を

受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
隆
か
ら
実
淳
へ
の
書
状
が
永
正
七
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
年
の
永
正
六
年
に
、
実
淳
の
子
公
胤
が
実
隆

に
指
導
を
受
け
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。
ま
た
、
公
胤
は
実
淳
の
子
で
あ
る
か
ら
、｢

公
胤
の
不
審
を
父
実
淳
を
通
じ
て
実
隆
へ
尋

ね｣

る
た
め
に
、
尚
通
の
も
と
を
訪
れ
る
事
は
不
自
然
で
あ
る
。『
後
法
成
寺
関
白
記』

の
記
事
は
、
尚
通
と
公
胤
と
の
間
の
記
事

で
あ
ろ
う
。

柴
田
氏
が
引
用
さ
れ
た

『

古
今
伝
授
沿
革
史
論』

の
系
図
に
は
、
尚
通
・
実
隆
の
名
が
見
ら
れ
る
。
関
係
す
る
人
物
の
み
引
用
す
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る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
系
図
で
は
、
公
胤
は
尚
通
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
事
に
な
る
。
も
し
、
実
淳
が
実
隆
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
、

公
胤

(

或
実
淳
公)

の
名
は
、
実
隆
の
下
に
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
系
図
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
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四

『

古
今
伝
受
書』

と

『

尚
通
切
紙』

柴
田
氏
は
早
稲
田
大
学
蔵
の『

古
今
伝
受
書』

に
つ
い
て
、
実
淳
に
渡
し
た
切
紙
の
控
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
書
に
記
さ
れ
た
切
紙
の
順
序
は
、
端
裏
に
記
さ
れ
た
数
字
と
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
実
淳
に
二
度
目
に
渡
し
た
切
紙
は
十
三
通
と

あ
る
が
、
同
書
か
ら
十
三
通
の
切
紙
を
区
別
す
る
事
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
実
隆
が
実
淳
に
渡
し
た
切
紙
の
控
と
す

る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。『

実
隆
公
記』

に
は
、
宗
祇
が
置
い
て
い
っ
た
切
紙
を
実
隆
が
書
写
す
る
記
事
が
載
る
。『

古
今
伝
受

書』

は
、
こ
の
時
に
実
隆
が
記
し
た
実
隆
自
身
の
た
め
の
切
紙
の
写
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『

古
今
伝
受
書』

に
記
さ
れ
た
切
紙
に
つ
い
て
長
谷
川
千
尋
氏
は
、｢

切
帋
事｣

と

｢

千
葉
東
家
切
帋｣

が
そ
れ
ぞ
れ
Ａ

｢

常
光

院
流｣

と
Ｂ

｢

千
葉
東
家
流｣

と
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
端
裏
書
の
数
字
と
し
て
記
さ
れ
た
数
字
の
順
に
並
べ
ら
れ

た

(

５)

。
こ
の
端
裏
書
の
数
字
は
、『

古
今
伝
受
書』

に
書
写
さ
れ
た
順
序
と
は
異
な
る
。
ま
た
端
裏
書
と
さ
れ
る
数
字
が
記
さ
れ
て
い

な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
あ
る
い
は
、
端
裏
書
に
順
序
を
示
す
数
字
を
付
し
て
与
え
ら
れ
た
切
紙
を
、
書
写
の
過
程
で
順
序
を
変

え
て
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

尚
通
の
切
紙
以
下『

尚
通
切
紙』

と
略
す
は
、
尚
通
が
息
子
で
あ
る
大
覚
寺
義
俊
に
伝
え
た
も
の
を｢

一
乱
之
時
、
或
人
拾
得
之
、

予
先
年
雖
令
恩
借
、
未
相
伝
故
、
依
有
一
覧
之
恐
、
借
他
人
手
写
留
之｣

、
三
光
院
実
枝
か
ら
伝
受
し
た
後
に
書
き
改
め
た
と
す
る

細
川
幽
斎
の
奥
書
が
あ
る
。
こ
の
切
紙
は
、
智
仁
親
王
が
書
写
し
た
も
の
が
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
。
ま
た
、
親
王
が
書
写
し
た

後
幽
斎
に
返
却
し
た
資
料
は
烏
丸
光
広
に
伝
え
ら
れ
た
。
現
在
は
宮
内
庁
書
陵
部
に

｢

烏
丸
家
古
今
伝
受
資
料｣

と
し
て
所
蔵
さ
れ

て
い
る

(

６)

。
切
紙
は
全
部
で
二
十
七
通
で
、｢

二
十
二
通｣

と

｢

五
通｣

に
分
か
れ
て
い
る
。
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こ
の

『

尚
通
切
紙』

は
、
宗
祇
か
ら
伝
受
し
た
も
の
と
、
実
隆
か
ら
二
回
に
渡
っ
て
伝
受
し
た
も
の
の
三
種
に
分
か
れ
る
は
ず
で

あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
三
種
に
分
か
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、｢

五
通｣

が
宗
祇
か
ら
伝
受
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
隆
が

｢

相
残
切
紙
十
三
通｣

と
し
て
伝
え
た
の
は
、
ど
の
十
三
通
で
あ
ろ
う
か
。
二
十
二
通
の
う
ち
の
十
三
通
で
は
あ
ろ
う
が
、

不
明
で
あ
る
。
十
三
通
が
独
立
し
た
形
で
伝
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
二
度
に
わ
た
っ
て
伝
受
し
た
三
条
西
実
隆
筆
の
切
紙
を
、
尚
通

は
義
俊
に
与
え
る
時
、
自
ら
が
伝
え
ら
れ
た
ま
ま
の
形
で
三
回
に
分
け
て
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
尚
通
自
身
が
通
し
番
号
を
付
し
て

伝
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
隆
の
書
状
に
記
さ
れ
た

｢

ホ
ノ
�
�
ノ
哥
ノ
事｣

が

『

尚
通
切
紙』

の
第
一
通
と
さ
れ
て
い
る
事
か
ら

も
、
端
裏
書
の
数
字
が
、
尚
通
に
よ
り
付
さ
れ
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
二
十
二
通
の
端
裏
書
の
数
字
が
十
九
ま
で
で
、
一
か
ら
三
ま
で
が
二
通
ず
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
二

通
ず
つ
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
通
目
か
ら
三
通
ま
で
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
通
し
番
号
９
か
ら
11
の

｢

三
ノ
口
伝
之
内｣

と
す
る
三
通
を
見
る
と
、
端
裏
書
に

｢
六｣

か
ら

｢

八｣

の
通
し
番
号
が
あ
る
他
に
、｢

三
ノ
口
伝
之
内｣

の
上
に

｢

三
ノ
口
伝
之

内｣

で
の
番
号

｢

一｣

か
ら

｢

三｣

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。｢

三
ノ
口
伝
之
内｣

に
お
け
る
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、｢

三

ヶ
大
事
ノ
内｣

に
付
さ
れ
て
い
る

｢

一｣

か
ら

｢
三｣

も
、
切
紙

｢

二
十
二｣

通
の
中
の
通
し
番
号
で
は
な
く
、｢

三
ヶ
大
事
ノ
内｣

の
中
で
の
通
し
番
号
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
鳥
の
口
伝
が
九
も
十
六
も
一
通
に
三
鳥
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

三
木
は
二
回
と
も
、
三
通
に
分
け
て
一
つ
ず
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
二
種
の
三
木
の
切
紙
の
み

が
最
初
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
残
り
は
十
三
通
に
な
り
、
実
隆
の
書
状
と
一
致
す
る
。
ど
の
十
三
通
を
後
か
ら
伝
え
た
の

か
、
興
味
は
尽
き
な
い
。
次
に
、
尚
通
切
紙
に
対
応
す
る
実
隆
切
紙
の
番
号
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
通
し
番
号
は

『

古
今
切
紙
集』

(

昭
五
十
六

臨
川
書
店)

に
記
さ
れ
た
番
号
と
順
序
に
よ
る

(

７)

。
実
隆
切
紙
は
、
長
谷
川
氏
の
論
に
従
っ
て
、
Ａ

Ｂ
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
に
付
さ
れ
た
端
裏
書
の
数
字
を
算
用
数
字
に
し
て
記
し
た
。
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
項
目
は
、｢

番
外｣

と
し
て
別
項
に
し
た
。
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近
衞
流

端
裏
書

数
字

端
裏
書
冒
頭

Ａ

Ｂ

Ａ
番
外

Ｂ
番
外

二
十
二

1

一

秘
々

�
�

�
��

哥�

事

9

2

一

三�

大
事�

内

�
�
�
�
�

木�

事

3

二

三�

大
事�

内

�
	


�
�


花�

事

4

三

三�

大
事�

内

�
�
�
�
�
�

事

5

二

土
台

奉
授

12

6

三

口
伝

古
哥
事

10

7

四

号

号
題
之
口
伝

5

8

五

玄
々
之
旨

名
題
之
事

7

9

六

一

三�

口
伝
之
内
御
賀
玉
木

※
1

10

七

二

三�

口
伝
之
内
妻
戸
挿
花

※
2

11

八

三

三�
口
伝
之
内
加
和
名
種

※
3

12

九

鳥

�
名
負
鳥
喚
子
鳥
百
千
鳥

4

13

一
十

二

重
之
重
重
之
重
身
仁
邪
奈
久

11

14

十
一

稽
古
方

稽
古
方

1

15

十
二

流
義

流
議
不
同

�
�

後

16

十
三

祭
事

賀
茂
祭
哥
事

6

17

十
四

短
事

短
哥
之
事

〇

18

十
五

三
才�

大
事

天
地
人�

哥�

事

8

19

十
六

三
鳥
重

三
鳥
重
之
口
伝

〇

20

十
七

風
躰
事

風
躰
口
伝
哥

7

21

十
八

(

端
裏
書

紙�
�
�
�
�
)

柿
本

〇

22

十
九

作
伝

心�

染
古
風
、

2

五

1

三
鳥�

大
事

5



こ
の
よ
う
に

『

尚
通
切
紙』

と

『

古
今
伝
受
書』

と
を
比
較
す
る
と
、『

古
今
伝
受
書』

に
お
い
て
は
、
切
紙
と
し
て
端
裏
書
が

記
さ
れ
て
い
な
い
項
目
が
、
尚
通
切
紙
で
は
切
紙
と
し
て
相
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
切
紙
を
比
較
す
る
時
に
は
、

切
紙
と
し
て
継
承
さ
れ
た
端
裏
書
の
あ
る
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
て
比
較
し
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
も
、
切
紙
と
し
て
伝

え
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
隆
の

『

古
今
伝
受
書』

に
は
、
神
道
伝
受
の
記
事
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
秘

説
は
ど
の
よ
う
に
古
今
伝
受
と
関
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『

古
今
伝
受
書』

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

注(

１)

引
用
は

『

中
世
歌
書
集』

に
よ
る
。

(

２)

井
上
宗
雄
氏

『

中
世
歌
壇
史
の
研
究

室
町
前
期』

『
同

室
町
後
期』

、
小
�
道
子

｢

宗
祇
の
古
今
伝
受｣

(『

和
歌
を
歴
史
か
ら
読
む』

二

〇
〇
二

笠
間
書
院)

(

３)

陽
明
文
庫
文
庫
長
名
和
修
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
同
文
庫
蔵
資
料
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
す
べ
て
名
和
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
。

(

４)
『

早
稲
田
大
学
所
蔵
荻
野
研
究
室
収
集
文
書

上
巻』

(

昭
五
十
三

吉
川
弘
文
館)

(

５)
｢

荻
野
研
究
室
収
集

三
条
西
実
隆
の
書
状
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要』

二
二
・
二
三

昭
五
十
八
・
八)

(

６)
｢

東
常
縁
の
歌
学
に
お
け
る
常
光
院
流
の
継
承｣

(『

龍
谷
叢
書
一
五
中
世
近
世
和
歌
文
芸
論
集』

平
二
〇

思
文
閣
出
版)
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2

重
大
事

(

三
木)

4

3

又
口
伝

吉
野�

山�

哥
事

6

4

(

端
裏
書�

�
)

序�

哥
数

5

(

端
裏
書

紙�

事�
�
)

永
久
二
年
俊
成
誕
生



(

７)

こ
の
尚
通
切
紙
の
紙
焼
写
真
を
陽
明
文
庫
に
持
参
し
、
見
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、｢

間
違
い
な
く
尚
通
公
の
書
写
で
あ
る｣

と
、
名
和
修
先
生

の
御
教
示
を
得
た
。

(
８)

『

古
今
切
紙
集』

(

昭
五
十
六

臨
川
書
店)

は
、
智
仁
親
王
が
書
写
し
た
近
衞
流
の
切
紙
を
翻
刻
と
影
印
で
載
せ
る
。
内
容
は
烏
丸
家
の
古

今
伝
受
資
料
と
し
て
伝
わ
る
尚
通
自
筆
の
切
紙
と
一
致
す
る
。

付
記

陽
明
文
庫
所
蔵
資
料
の
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
は
、
文
庫
長
名
和
修
先
生
の
御
指
導
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
深
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た

｢

陽
明
文
庫
古
典
資
料
研
究
会｣

(

於

陽
明
文

庫)

に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
御
指
導
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
名
和
修
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
会
員

各
位
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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